
 

  令和８年６月１２日 

報 道 発 表 資 料  

川崎市（健康福祉局） 

 
                          

川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画 
（改定素案）に関する意見募集の実施結果を公表します 

 
川崎市では、新型インフルエンザ等の感染拡大を抑制し、市民の皆様の生命や健康を守るととも

に、市民生活･市民経済に及ぼす影響が最小となるよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法の

規定に基づき､｢感染症の発生段階｣や｢発生段階に応じた対策｣を定める｢川崎市新型インフルエン

ザ等対策行動計画｣を策定しています。 

このたび、新型コロナウイルス感染症への対応で明らかとなった課題等を踏まえ､幅広い感染症

危機に対応できる社会を目指すため､｢川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)｣を取

りまとめ、広く市民の皆様からの御意見を募集しました。 

その結果、２１通４６件の御意見をいただきましたので、その内容とそれに対する本市の考え方

を次のとおり公表します。 

なお、寄せられた御意見が、今後の参考とさせていただくものであったことから、所要の整備を

行った上で、本計画の改定を進めてまいります。 

 
１ 募集期間 

令和８年４月２０日(月)から令和８年５月２０日(水)まで 

 
２ 意見の件数 
  ２１通４６件 
 
 
 
 
 

 
 

 
３ 結果の概要 

資料 1 ｢川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)に関する意見募集の実施結果に

ついて｣のとおり 

 

４ 添付資料 

資料１ ｢川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)に関する意見募集の実施結果 

について｣ 

資料２ ｢川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)｣概要 

 

５ その他 

｢川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)｣本編については、川崎市ホームページに

掲載しています。 
(URL:https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/350/0000185181.html)  

     
 

 

 

 

意見提出数(意見総数) ２１通 (４６件) 

内 

 

訳 

電子メール(フォーム) ２１通 (４６件) 

ＦＡＸ ０通 ( ０件) 

郵送 ０通 ( ０件) 

持参 ０通 ( ０件) 

≪問合せ先≫ 
川崎市健康福祉局保健医療政策部 
感染症対策課 神庭（かにわ） 
電話：０４４－２００－２３４３（内線 ３２９０５） 

 

市ホームページ 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/350/0000185181.html
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｢川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)｣に関する意見募集の実施結果について 

 

１ 概要 

  本市では、新型インフルエンザ等の感染拡大を抑制し、市民の皆様の生命や健康を守るとともに、市民生活･市民経済に及ぼす影響が最小とな

るよう、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき､｢感染症の発生段階｣や｢発生段階に応じた対策｣を定める｢川崎市新型インフルエ

ンザ等対策行動計画｣を策定しています。 

  このたび、新型コロナウイルス感染症への対応で明らかとなった課題等を踏まえ､幅広い感染症危機に対応できる社会を目指すため､｢川崎市

新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)｣を取りまとめ、広く市民の皆様からの御意見を募集しました。 

その結果、21通46件の御意見をいただきましたので、その内容とそれに対する本市の考え方を次のとおり公表します。 

 

２ 意見募集の概要 

募 集 期 間 令和８(2026)年４月20日(月)から５月20日(水)まで 

提 出 方 法 電子メール(専用フォーム)、ＦＡＸ、郵送、持参 

募集の周知方法 

・本市ホームページ 

・市政だより全市版(令和８年５月１日号掲載) 

・かわさき情報プラザ(川崎市役所本庁舎２階) 

・各区役所･支所及び出張所の閲覧コーナー 

・各市民館、各図書館 

・健康福祉局保健医療政策部感染症対策課(川崎市役所内) 

結果の公表方法 

・本市ホームページ 

・かわさき情報プラザ(川崎市役所本庁舎２階) 

・各区役所･支所及び出張所の閲覧コーナー 

・各市民館、各図書館 

・健康福祉局保健医療政策部感染症対策課(川崎市役所内) 

 

 

 

【資料１】 
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３ 結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

４ 御意見の内容と対応 

意見募集の結果、｢各対策の推進･評価｣や｢正しい情報の発信･提供｣、｢ワクチンの安全性･有効性｣、｢計画全体に係る読みやすさ｣等に関する御

意見が寄せられ、主に趣旨が案に沿ったものや要望、今後の参考とするものであったため、本計画がより分かりやすくなるよう体裁の調整や用

語集への追加、その他所要の整備を行った上で、｢川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)｣を取りまとめました。 

 

【御意見に対する本市の考え方の区分説明】 

Ａ：御意見の趣旨を踏まえ、計画案に反映させるもの 

Ｂ：御意見の趣旨が計画案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 

Ｃ：今後計画を推進する上で参考とするもの 

Ｄ：質問・要望の意見であり、市の考え方を説明・確認するもの 

Ｅ：その他 

 

【御意見の件数と対応区分】 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 件数 

(1) 計画全般に関すること ０ ２ ２ ０ ０ ４ 

(2) 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針に関すること ０ ０ ０ ５ ０ ５ 

(3) 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組に関すること ０ 11 １ 20 ０ 32 

(4) 体裁･用語に関すること ４ ０ ０ ０ ０ ４ 

(5) その他に関すること ０ ０ ０ ０ １ １ 

合 計 ４ 13 ３ 25 １ 46 

 

意見提出数(意見総数) 21通 (46件) 

内 

 

訳 

電子メール(フォーム) 21通 (46件) 

FAX ０通 ( ０件) 

郵送 ０通 ( ０件) 

持参 ０通 ( ０件) 



- 3 - 

 

５ 具体的な御意見の要旨と市の考え方 

(1) 計画全般に関すること(４件) 

No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

１ 

コロナから10年も経てば、また大流行があると思う。 

少しでも影響を減らせるように、しっかり対策してほし

い。 

(同趣旨他１件) 

川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下｢市行動計画｣という。)は、新

型インフルエンザ等対策特別基本法(以下｢特措法｣という。)に基づき、６ページ

｢第１部第１章第１節 新型インフルエンザ等対策の目的｣に記載のとおり、｢感染

拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること｣及び｢市民生活及

び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること｣を主たる目的としており

ます。 

本計画に基づき、平時から準備を進めるとともに、新型インフルエンザ等が発

生した際には、発生段階に応じた対策を迅速に実施してまいります。 

Ｂ 

２ 

コロナ対策やワクチン接種事業に対する具体的な検証な

どの記載が見られない。 

｢市民生活および市民経済への影響を最小化する｣という

方針を掲げる以上、経済的影響の検証と施策の有効性の評価

について計画に盛り込むべきだと思う。 

(同趣旨他１件) 

新型コロナウイルス感染症(以下｢新型コロナ｣という。)の対応につきまして、

国は｢新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議｣を設置し、経済団体や

地方公共団体、医療関係団体等からの意見も踏まえながら報告書を取りまとめ、

政府行動計画の改定を行っております。 

また、本市におきましても、新型コロナの経験を次の感染症危機への備えとし

て活かすため、令和６年３月に｢新型コロナウイルス感染症への対応報告書｣を作

成し、継承していくべき課題や取組の方向性について改定素案に反映させており

ます。 

 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えにあたって

は、科学的根拠に基づく対応が重要となることから、いただいた御意見につきま

しては、各対策の検討や実施、評価･見直しなど、今後の取組を進めていく際の参

考とさせていただきます。 

Ｃ 
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(2) 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針に関すること(５件) 

No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

３ 

疑わしい検査や体調が戻っても行動を制限されるな

ど、行き過ぎたコロナ対策を反映した計画を続けていく

ことに疑問を感じる。 

市行動計画は、世界的な感染症危機に備えるため、｢感染拡大を可能な限り抑制

し、市民の生命及び健康を保護すること｣及び｢市民生活及び市民経済に及ぼす影

響が最小となるようにすること｣を主たる目的として、発生段階に応じた対策の選

択肢を示すものとなります。 

なお、有効な治療薬やワクチンがない状況等においては、医療提供体制で対応

可能な範囲に感染状況を抑えるため、特措法に基づき、必要な制限を実施する場

合もあるものと考えておりますが、市民生活や市民経済に与える影響を踏まえ、

支援についても実施してまいります。 

Ｄ 

４ 

政策の効率化に向けて、PDCAサイクルの厳格化など、｢や

りっぱなし｣の対策ではなく、事後評価の仕組みを強化し

てほしい。 

市行動計画の実効性を確保し、対応をより万全なものとするためには、取組状況

の確認をはじめ、課題の抽出や対応策の検討など、進捗を管理し、必要となるフォ

ローアップを行うことが重要と考えております。 

 そのため、危機管理推進会議や新型インフルエンザ等対策専門部会などの場を活

用し、全庁的な検討や取組状況の確認などを実施するとともに、感染症を取り巻く

状況や国･県の計画改定、新たな課題等を踏まえ、概ね６年ごとに市行動計画の見直

しを行ってまいります。 

Ｄ 

５ 

透明性の確保に向けて、外部評価の導入など、利害関係

のない第三者機関による分析･評価等について、計画に明

記してほしい。 

市行動計画に基づく取組につきましては、危機管理推進会議や新型インフルエン

ザ等対策専門部会などのほか、外部有識者も委員として参画する県及び市の感染症

対策協議会や地域医療審議会における意見を踏まえながら、適正に分析･評価等を

実施してまいります。 

Ｄ 

６ 

準備は大事だと思う。 

ただし、一部市民だけが準備しても結局パンデミックの

混乱に巻き込まれてしまう。 

新型インフルエンザ等が発生した場合、その感染拡大を可能な限り抑制し、市民

生活や市民経済に及ぼす影響を最小限とするためには、国や地方公共団体だけでは

なく、医療機関や事業者、市民など、それぞれが役割に応じて対策を推進していく

ことが重要と考えております。 

市民においては、基本的な感染症対策の実践や発生時に備えた備蓄、感染症に関

する正しい知識の習得などの役割が求められることから、適切に準備を進めていた

だけるよう、役割や個人レベルの取組につきまして周知に努めてまいります。 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

７ 

想定した感染症の対策であれば、事前準備は役立つと思

うが、新たな感染症に対応できるのかは分からない。 

特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、様々な感染症が流行す

る可能性も想定し、準備を進めることが重要と考えております。 

新たな呼吸器感染症が流行する場合や病原体の知見が限られている場合、病原体

の変異等により対策が長期化する場合など、感染症危機における様々なシナリオを

想定しながら取組を進めてまいります。 

 なお、本計画は、事前の想定と大きく異なる場合も含め、その状況に柔軟に対応

できるよう、発生段階や状況変化に応じた対策の選択肢を示すものとなります。 

Ｄ 
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(3) 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組に関すること(32件) 

No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

８ 

【実施体制】 

コロナ流行時は保健所の業務が手一杯だったと思う。 

電話対応やワクチン接種など、市民サービスに低下が

生じないよう、日頃から十分な職員数を確保し、迅速に対

応できるようにしてほしい。 

新型インフルエンザ等が発生した場合、事態を的確に把握し、全庁一体となって取

組を推進することが重要と考えております。 

 そのため、22ページ｢第２部第１章 実施体制｣の準備期の取組｢市行動計画等の策

定や体制整備･強化｣に記載のとおり、関係部署との連携強化や役割分担の整理とと

もに、業務継続計画の策定･見直しや全庁横断的な応援体制の構築など、感染症危機

に迅速に対応できる体制を確保してまいります。 

Ｂ 

９ 

【サーベイランス】 

サーベイランスとは何か、普段使ったことも聞いたこ

ともないため、分かりづらい。 

サーベイランスとは、感染症の流行を早期に発見するため、｢感染症の発生状況に

ついて持続的かつ体系的にデータを収集･分析･評価し、対策に役立てる取組のこと｣

となります。 

 国による｢新型インフルエンザ等対策政府行動計画｣等との整合を図る観点から、

国等の表記に準じて記載する対策項目となりますが、サーベイランスを含め、専門用

語や一般的に馴染みのない用語につきましては、巻末の用語集に説明を掲載してお

ります。 

Ｄ 

10 

【情報共有･提供、リスクコミュニケーション】 

コロナ流行時は社会に不安が広がり、感染者や医療従

事者への差別的な言動が見られた。 

本来必要だったのは苦しむ人に寄り添う姿勢であり、

｢差別は許されない｣という強いメッセージを社会全体に

発信することが重要に感じる。 

(同趣旨他１件) 

感染症危機においては、様々な情報が錯そうしやすく、不安とともに誤った情報か

ら偏見･差別が発生するおそれがあると認識しております。 

 そのため、科学的根拠等に基づく正確な情報を迅速に提供するとともに、36 ペー

ジ｢第２部第４章 情報提供･共有、リスクコミュニケーション｣における準備期の取

組｢偏見･差別等に関する啓発｣に記載のとおり、医療従事者に対するものを含め、｢偏

見･差別等は許されるものではなく、法的責任を伴い得ること｣や｢受診行動･感染症

対策の妨げにもなること｣などにつきましても啓発の強化に取り組んでまいります。 

Ｂ 

11 

【情報共有･提供、リスクコミュニケーション】 

緊急時やパニックの際には感情的になりやすく、自分

に都合の良い情報を信じやすい。 

また、一度誤った情報を信じてしまうと後から出てく

る正しい情報を否定してしまう。 

｢情報源は川崎市｣という認識を市民に持ってもらえる

よう、信頼できる情報を持続的に発信してほしい。 

感染症危機においては、偽･誤情報の流布やSNS等による拡散などが生じ得ること

から、メディアや情報に関するリテラシーの向上を図るための啓発は重要と考えて

おります。 

 そのため、36ページ｢第２部第４章 情報提供･共有、リスクコミュニケーション｣

における準備期の取組｢偽･誤情報に関する啓発｣に記載のとおり、市による情報提供

が有用な情報源として認知されるよう、平時からの普及啓発や情報提供に取り組ん

でまいります。 

Ｂ 
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No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

12 

【情報共有･提供、リスクコミュニケーション】 

コロナから時間が経って、感染症に対する市民の意識

が薄くなっているように感じる。 

マスクや手洗いなど、改めて個人でも行える感染症対

策を呼びかけてほしい。 

新型インフルエンザ等への対策は、国や地方公共団体だけではなく、医療機関や事

業者、市民など、それぞれが役割に応じて対策を推進していくことが重要と考えてお

ります。 

 そのため、35ページ｢第２部第４章 情報提供･共有、リスクコミュニケーション｣

における準備期の取組｢感染症に関する情報提供･共有｣に記載のとおり、感染症に関

する基本的な情報や感染対策、発生時に取るべき行動など、平時から持続的に情報を

発信するとともに、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止に寄与す

ることについても啓発してまいります。 

Ｂ 

13 

【情報共有･提供、リスクコミュニケーション】 

市が行うべきことは、市民の不安を煽ることではな

く、風邪を引く仕組みなどを正しく周知することだと思

う。 

このままでは病院漬けにしてしまい、医療費が上が

り、少子化施策や高齢者施策の拡充など、本当に必要な

ところに税金を回すことができない。 

感染症危機においては、様々な情報が錯そうしやすく、不安とともに誤った情報か

ら偏見･差別が発生するおそれもあると認識しております。 

 そのため、科学的根拠等に基づく正確な情報を迅速に提供するとともに、可能な限

り双方向のコミュニケーションを行い、情報の受け手の反応や関心事項の把握に努

め、コールセンターの設置やQ&Aの作成など、適切な判断･行動に繋がるよう取り組

んでまいります。 

Ｄ 

14 

【水際対策】 

海外でハンタウイルスによる集団感染が発生し、国内

は本当に大丈夫かと不安に感じる。 

(同趣旨他１件) 

海外で新型インフルエンザ等が発生した場合、病原体の国内侵入を完全に予防す

ることは困難であるため、国による検疫機能の強化や入国制限等の水際対策と連携

することで、市内への侵入を可能な限り遅らせ、感染症危機に対応するための時間を

確保することが重要と考えております。 

 そのため、訓練等を通じて検疫所との連携を強化するとともに、検査への協力や要

請に基づく健康監視を実施できるよう、体制の整備に取り組んでまいります。 

なお、ハンタウイルス肺症候群は、主に｢げっ歯類(ネズミ等)｣の糞尿が混ざったホ

コリの吸引や、汚染された食物の喫食によって感染する疾患で、ウイルスの種類(ア

ンデスウイルス)によっては、限定的なヒトからヒトへの感染も報告されております

が、これまでに国内における発生は確認されていないため、引き続き、情報収集や渡

航者への注意喚起に努めてまいります。 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

15 

【まん延防止】 

新型インフルエンザ等が発生した場合、本当に不要不

急の外出自粛要請は必要なのか疑問に思う。 

家族が感染した場合、主に看病するのは同居家族であ

る。 

自粛期間が決められていたら、家族の生活が制限され

てしまう。 

(同趣旨他３件) 

感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護するため、有効な治療

薬やワクチンがない状況等においては、医療提供体制で対応可能な範囲に感染状況

を抑える必要があることから、特措法に基づき、外出自粛などの制限を実施する場

合もあるものと考えおります。 

なお、新型コロナの流行動態に関して、国の定量的評価では、｢まん延防止等重

点措置と緊急事態宣言により、新規症例数の推移に減少変化がみられた｣旨の効果

が報告されております。 

一方で、こうした対策は市民生活や市民経済に与える影響が大きいことから、市

民の理解を得られるよう、その必要性について平時から丁寧な周知に努めるととも

に、状況に応じた支援についても実施してまいります。 

Ｄ 

16 

【ワクチン】 

医療従事者が欠けると医療への影響が大きいため、新

型インフルエンザ等が発生した場合は、医療従事者を優

先してワクチン接種を行ってほしい。 

新型インフルエンザ等が発生した場合、医療提供体制を確保する上で、医療従事者

の感染予防は極めて重要であると考えております。 

 また、｢医療提供又は国民生活及び国民経済に寄与する業務｣を担う事業者につい

ては、特措法に基づく登録事業者の対象とされ、住民に先行して接種(特定接種)が開

始される仕組みとなっております。 

そのため、53ページ｢第２部第７章 ワクチン｣における対応期の取組｢特定接種｣

に記載のとおり、国及び県と連携しながら、集団的な接種を基本に特定接種を実施

するための体制を確保してまいります。 

Ｂ 

17 

【ワクチン】 

コロナ時は市民館でワクチンを接種したが、予約が取

りにくかったため、普段通い慣れているかかりつけ病院

など、近所の病院で接種できるようにしてほしい。 

新型インフルエンザ等が発生した場合、多くの人が免疫を獲得していないため、ワ

クチンの流通が開始された場合、その供給量に応じて速やかに接種できるよう体制

を確保することが重要と考えております。 

そのため、51 ページ｢第２部第７章 ワクチン｣における準備期の取組｢住民接種｣

に記載のとおり、医師会をはじめとする医療関係団体や医療機関等と協力し、会場に

おける集団接種や地域医療機関における個別接種、巡回による施設接種など、接種体

制の構築に向けて平時から検討を行ってまいります。 

Ｂ 
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No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

18 

【ワクチン】 

医療従事者ではないが、病院内で勤務している。 

医療従事者と同様に、感染症の発生時は優先的にワク

チン接種を行ってほしい。 

新型インフルエンザ等に関するワクチン接種につきましては、ワクチンの供給量

や供給見通し等を踏まえ、国において接種順位が示されるものと考えておりますが、

医療従事者以外のスタッフ等の業務も含めて医療の提供が行われているため、特定

接種(優先的な接種)の対象とならない場合は、本市における接種計画の策定や接種

体制を構築する際の参考とさせていただきます。 

Ｃ 

19 

【ワクチン】 

新型コロナの流行時に承認されたワクチンは、安全性

や有効性が未知の状態で開始された。 

今後、感染症の流行が起こった際、ワクチンや医療行為

について、安全性の保証なしに強行されることがないよ

う、市民に選択の余地を残してほしい。 

(同趣旨他３件) 

ワクチンの接種は、感染予防のためだけではなく、発症した場合でも重症化を防

ぎ、周囲への感染リスクを低減させるなど、健康を守るとともに感染拡大を防止す

ることを主な目的としております。 

また、接種は強制するものではなく、ワクチンの効果や感染状況等を踏まえて、

本人の意思に基づき判断していただくものとなります。 

なお、ワクチン接種の実施に際しましては、有効性や安全性、副反応、健康被害

救済制度など、ワクチンに関する情報を分かりやすく提供するとともに、市民の疑

問や不安を解消するため、相談窓口の設置やQ&Aの作成等を行ってまいります。 

Ｄ 

20 

【ワクチン】 

行政や製薬企業と利害関係のない外部の専門家で構成

される｢第三者機関｣を設置し、ワクチン接種による健康

被害について、正当な評価及び因果関係の分析を行って

ほしい。 

(同趣旨他１件) 

ワクチン接種による健康被害については、最新の科学的知見や因果関係を踏まえ

ながら、国において評価が実施されるものと考えております。 

なお、予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種により健康被害が生じた場合、

健康被害救済制度の対象となることから、当該制度について分かりやすく情報提供

を行うとともに、申請希望者に対しては丁寧な相談対応を行ってまいります。 

Ｄ 

21 

【ワクチン】 

世界的に日本だけが、未だにワクチン接種やマスクの

着用などの感染予防を行っている。 

早すぎるワクチン開発には疑問を感じた。 

これからもワクチンを効果のある対策として進めるの

であれば、安心であることを説明してほしい。 

新型インフルエンザ等に関するワクチンの研究開発や安全性の評価は、国におい

て実施されるものと考えておりますが、ワクチンについて、市民に分かりやすく情報

を提供し、疑問や不安を解消･緩和することは重要な取組であると認識しておりま

す。 

そのため、使用ワクチンや有効性･安全性、副反応など、ワクチン接種について適

時情報を提供するとともに、コールセンター等の相談窓口を設置してまいります。 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

22 

【ワクチン】 

新型コロナワクチン接種後の健康被害について、全国

的にも多くの懸念が示されている。 

自治体には、市民の生命を守る責務があるため、コロナ

ワクチンを含む既存のワクチンや次世代ワクチン等につ

いて、健康被害の実態調査と情報収集を計画に明記して

ほしい。 

新型インフルエンザ等に関するワクチンの安全性については、国において副反応等

の事例を収集し、最新の科学的知見を踏まえながら継続的に確認･評価が行われるも

のと考えておりますが、健康被害を含め、市民に分かりやすく情報を提供し、疑問や

不安を解消･緩和することは重要な取組であると認識しております。 

そのため、国による安全性の評価や予防接種後の副反応事例、健康被害救済制度な

どにつきましても、情報提供に努めてまいります。 

Ｄ 

23 

【ワクチン】 

感染症の発生時に、ワクチン不足にならないように十

分な量を確保してほしい。 

新型インフルエンザ等のワクチンの早期開発や確保につきましては、国の役割と

されております。 

本市におきましては、供給量に応じて迅速に接種を行えるよう、接種体制の構築に

向けて検討や準備を進めてまいります。 

Ｄ 

24 

【医療】 

あまり体調を崩さないため、かかりつけ医がいない。 

そのため、感染症が発生した時に、どの病院へ行けばよ

いか分からない。 

かかりつけ医がいなくても受診可能な医療機関につい

て、分かりやすい案内や広報を行ってほしい。 

(同趣旨他１件) 

新型インフルエンザ等が発生した場合、多くの人が免疫を獲得していないため、普

段は体調を崩さない方においても感染により、状態に応じた医療が必要となる可能

性があると認識しております。 

そのため、58ページ｢第２部第８章 医療｣における初動期の取組｢医療提供体制の

確保等｣に記載のとおり、地域の医療提供体制や医療機関への受診方法等につきまし

ても、分かりやすく周知してまいります。 

Ｂ 

25 

【医療】 

高齢の両親がいるため、具合が悪い時に病院の受診を

制限されるのは不安に感じる。 

新型インフルエンザ等が発生した場合、医療の提供は、健康被害や生活への影響

を最小限に抑制する上で不可欠の要素と考えております。 

感染症危機においては、感染症医療と通常医療の両立を念頭に置きながら、医療の

ひっ迫を防ぐとともに、症状や重症化リスクに応じて適切な医療を受けることがで

きるよう、県及び医療機関と連携して医療提供体制を確保してまいります。 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

26 

【物資】 

新型コロナウイルスの流行時、物資の不足とともに

高騰が病院運営に大きな影響を与えた。 

物資の確保について、医療機関に任せるだけではな

く、国･県への働きかけや市による確保など、行政も対

策を実施してほしい。 

感染症対策物資等は、医療や検査の実施に不可欠であることから、医療機関にお

いても備蓄を進める必要があると考えております。 

一方で、不足が懸念される場合も想定されることから、国に対する生産要請の働

きかけのほか、81～82ページ｢第２部第12章 物資｣における対応期の取組｢備蓄物

資等の供給に関する相互協力｣や｢不足物資の供給等｣に記載のとおり、物資や資材の

不足に対応するため、市･県･近隣の地方公共団体等と相互の協力体制を構築すると

ともに、個人防護具が不足した場合は、市の備蓄分からの配布を行ってまいりま

す。 

Ｂ 

27 

【市民生活及び市民経済の安定確保】 

一般家庭でも最低限の備蓄は必要だと思う。 

ただし、いつまで流行が続くかは分からない状況に

おいて、家庭の備蓄はすぐに無くなる。 

新型コロナの時は、不足や買い占めで、驚くほどマ

スクが高騰したため、同じ状況が起こらないようにし

てほしい。 

新型インフルエンザ等の発生に備え、市民においては、基本的な感染症対策の実践

や感染症に関する正しい知識の習得のほか、マスクや消毒薬、生活必需品等の備蓄な

ど、自らも感染防止のための準備に取り組んでいただくことが重要と考えておりま

す。 

 一方、感染症の発生時において、過度な買い占めや売り惜しみ、便乗値上げ等が

行われた場合、価格高騰や供給不足が生じるおそれがあるため、86ページ｢第２部第

13章 市民生活及び市民経済の安定確保｣における対応期の取組｢生活関連物資等の

価格の安定｣に記載のとおり、生活関連物資の需給や価格動向について調査･監視す

るとともに、必要に応じて、関係団体等への要請や法令に基づく措置などを実施し

てまいります。 

Ｂ 

28 

【市民生活及び市民経済の安定確保】 

コロナ禍では、外出が制限され、仕事やアルバイト

が出来なくなって、収入的にも本当に厳しかった。 

次は同じ状況が起こらないようにしてほしい。 

(同趣旨他1件) 

新型インフルエンザ等が発生した場合、全国的かつ急速なまん延により、市民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、感染拡大のスピードや

ピークを抑制し、医療提供体制等の整備を図る時間を確保するため、特措法に基づ

き、必要最小限の制限を実施する場合もあるものと考えております。 

また、感染状況等に応じて機動的に縮小･中止･見直しを行うとともに、まん延防止

措置が市民生活や市民経済に与える影響を踏まえ、必要となる支援を実施してまいり

ます。 

Ｄ 
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(4) 体裁･用語に関すること(４件) 

No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

29 

文章全体について、見出しや項目なども同じような書

き方のため、読みづらく感じる。 

フォントやサイズなど、体裁を工夫した方が良いと思

う。 

(他同趣旨1件) 

御意見を踏まえ、｢部｣･｢章｣･｢節｣等の項目ごとに見出しなどの体裁を調整し、文

字の大きさを変えて強調するなど、計画が読みやすくなるよう、全体的に修正いた

しました。 Ａ 

30 

専門用語に慣れていないため、読みづらく感じる。 

(他同趣旨1件) 

国による｢新型インフルエンザ等対策政府行動計画｣等との整合を図る観点から、

専門用語や一般的に馴染みのない用語も使用されているため、巻末の用語集を掲載

しておりますが、計画が読みやすくなるよう、新たに｢インフォデミック｣や｢パル

スオキシメーター｣、｢ワンボイス｣等の用語について、用語集に説明を追記いたし

ました。 

Ａ 

 

(5) その他に関すること(1件) 

No. 意見の要旨 意見に対する市の考え方 区分 

31 

近年、外国人が増加している。 

移民政策の継続は、感染症リスクを高める懸念がある。 

日本での感染症拡大を防ぐため、国の移民政策に反対

してほしい。 

 

新型インフルエンザ等対策行動計画は、世界的な感染症危機に備えるため、｢感

染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護すること｣及び｢市民生活及

び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること｣を主たる目的として、発生

段階に応じた対策の選択肢を示すものとなります。 

本計画に基づき、平時から準備を進めるとともに、新型インフルエンザ等が発生

した際には迅速に対応できるよう、感染症危機に対する取組を進めてまいります。 

なお、本市では、国に先駆けて｢川崎市多文化共生社会推進指針｣を策定し、多文

化共生社会の実現に向けて取組を進めています。 

今後も多様性の価値を大切に、誰もが住みやすい魅力あるまちづくりを目指して

まいります。 

Ｅ 

 

 

 



　(1) 感染症危機を取り巻く状況 　(1) 新型インフルエンザ等対策の目的

　　〇 途上国の都市化や人口増加、宿主となる動物との接触機

　　　 会の拡大等により、未知の感染症との接点が増大

　　〇 国際的な往来により、世界中に拡散のおそれ

　　〇 新興感染症等の発生予測及び発生阻止は現実的に困難

　(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定

　　〇 新型ウイルスが出現した場合、多くの人が免疫を獲得していないため、国家レ

　　　 ベルの危機事象として捉え、適切な役割分担のもと迅速かつ適切な対応が必要

　　〇 平成24(2012)年４月、国全体として万全の体制を整備し、新型インフルエンザ 　(2) 新型インフルエンザ等の基本的な考え方

　　　 等対策の強化を図るため、｢新型インフルエンザ等対策特別措置法｣を制定

[新型インフルエンザ等の分類]

[時期区分]

　(1) 川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定

　　〇 平成17(2005)年11月　新型インフルエンザ対策政府行動計画の策定

　　　 →　平成17(2005)年12月　川崎市新型インフルエンザ対策行動計画の策定 　(3) 様々な感染症に幅広く対応するためのシナリオ

　　〇 平成25(2013)年６月　新型インフルエンザ等対策政府行動計画の策定

　　　 →　平成26(2014)年３月　川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 　　 〇 過去事例のみを前提とせず、新たな呼吸器感染症等の可能性を想定

　(2) 改定の趣旨 　　 〇 発生初期においては、感染拡大防止を徹底(早期収束を目標)

　　〇 新型コロナ対応を踏まえた政府行動計画の抜本的改定(令和６(2024)年７月) 　　 〇 適切なタイミングで柔軟かつ機動的に対策を切り替え

　　〇 新型コロナ対応において、本市が臨時応急的に実施した取組の継承 　　 〇 病原体の変異等による対策の長期化も想定

川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)の概要について 【資料２】

新感染症　　　　　　　　　
人から人に伝染する感染症で、罹患した場合の症状が重篤かつまん延により
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

新型インフルエンザ等感染症

インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち、新たに人から人へ伝染す
る能力を有することとなったもの

インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち、かつて世界的規模で流行
したが、その後流行することなく長期間の経過後に再興したもの

感染症法で位置付けられていない感染症で、１～３類又は新型インフルエン
ザ等感染症と同様の危険性があり、措置を講じる必要があるもの

指定感染症　　　　　　　　

～【はじめに】感染症危機への備え ～ ～【第１部】新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 ～

分 類 概 要

① 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切換え

② 市民生活及び市民経済の安定を確保

③ 地域における感染対策等により、欠勤者数等を抑制

④ 事業継続計画の作成や実施等より業務を維持

① 感染拡大を抑えて流行のピークを遅らせ､医療提供体制の整備やクチン製造等

のための時間を確保

② 流行ピーク時の患者数等を可能な限り少なくし､医療提供体制への負荷を軽減

③ 適切な医療提供により重症者数や死亡者数を抑制

・平成15(2003)年: ・平成28(2016)年: ・令和2(2020)年:

重症急性呼吸器症候群(SARS) ジカウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

[本編 P01]

出典:国立健康危機管理研究機構

(感染症情報提供サイト)

[本編 P03]

[本編 P06]

【目的１】感染拡大を可能な限り抑制し､市民の生命及び健康を保護する

【目的２】市民生活及び市民経済に及ぼす影響を最小とする

① 対策の選択的実施 ② 社会全体による取組 ③ 時期区分による対策

④ 平時における備えの整理や拡充

⑤ 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切換え

⑥ 基本的人権の尊重 ⑦ 危機管理としての特措法の性格

⑧ 関係機関相互による連携協力の確保

⑨ 高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設における対応の備え

⑩ 感染症危機下における災害対応の整備 ⑪ 記録の作成や保存

準備期
(発生前の段階)

・医療提供体制の構築

・実践的な訓練

・人材育成 など

初動期
(国内外で発生した段階)
感染拡大スピードを遅らせ、

感染拡大に対する準備時間を

確保する

対応期
(状況変化等に応じた対策を行う段階)

封じ込めを 病原体の性状等 ワクチンや治療 基本的な感染

念頭に対応 に応じて対応す 薬等により対応 対策に移行す

する時期 る時期 力が高まる時期 る時期

有事におけるシナリオの考え方ア

【基本的な考え方(11の視点)】
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　(1) 行動計画における主な対策項目

　　〇 様々な状況で対応できるよう、発生段階に応じた対策の選択肢を示すもの

　　〇 各項目が関連し合っているため、一連の対策として実施

　(4) 対策推進のための役割分担(主な役割)

　　 〇 自ら対策を的確かつ迅速に実施するとともに地方公共団体等を支援し､国全体

　　 　 として万全な体制を整備

　　 〇 ワクチン･治療薬等の早期開発や確保に向けた対策を推進 　(2) 複数の対策項目に共通する横断的な視点

　　 〇 基本的対処方針に基づき、医療提供体制･検査体制の確保やワクチン接種、生

　　 　 活支援など、自らの区域における対策を総合的に推進

　　 〇 医療措置協定に基づき、地域の関係機関と連携して、病床確保や発熱外来､自

　　　　宅療養者等への医療提供、後方支援、医療人材の派遣などを実施 　(1) 行動計画の実効性確保

　　〇 危機管理推進会議や新型インフルエンザ等対策専門部会等の場を活用し、全庁

　　 〇 特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施 　　　 的な検討や対策の具体化､取組状況の確認など､定期的なフォローアップを実施

　　〇 ｢新興感染症等の状況｣や｢国･県の行動計画改定｣､｢本市における取組状況｣など

　　 〇 職場における感染対策や事業継続の準備を進め､新型インフルエンザ等の発生 　　　 を踏まえ、概ね６年ごとに本市行動計画の見直しを検討

　　　　時において、医療提供又は国民生活･国民経済の安定に寄与する業務を継続 　(2) 関連マニュアル等への反映

　　〇 ｢川崎市感染症予防計画｣や｢かわ

　　 〇 職場における感染対策を進めるとともに衛生用品等の備蓄に努め､新型インフ 　　　 さき保健医療プラン｣等との整合

　　　　ルエンザ等の発生時においては、感染防止の観点から一部事業の縮小を検討 　　　 を図りながら､必要な取組を一体

　　　 的に推進

　　 〇 衛生用品等の備蓄に努めるとともに、基本的な感染対策(喚起･咳エチケット･ 　　〇 必要事項を｢川崎市感染症対応マ

　　　　手洗い等)など、個人レベルで可能な取組を実践 　　 　ニュアル｣等に反映して具体化

 初動期

川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)の概要について

～【第１部】新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針 ～

時 期 シナリオ

感染症の特徴や病原体の性状について情報収集し、感染拡大に対する準備の時
間を確保するため、迅速かつ柔軟に対応

初期段階においては知見が限られているため、諸外国における感染動向等も考
慮しながら、まずは封じ込めを念頭に対応する。

リスク評価を考慮しながら、確保された医療提供体制で対応できるレベルに感
染拡大の波を抑制するため、感染拡大防止措置等を検討する。

ワクチンや治療薬の普及等により対応力が高まることを踏まえて、科学的知見
に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替える。

ワクチンによる免疫の獲得や病原性･感染性の低下、対応力の向上等により、特
措法によらない基本的な感染症対策(出口対策)へ移行する。

対
応
期

 封じ込めを念頭に対応する
 時期

 病原体の性状等に応じて対
 応する時期

 ワクチンや治療薬等により
 対応力が高まる時期

 基本的な感染症対策に移行
 する時期

① 実施体制 ② 情報収集･分析 ③ サーベイランス

④ 情報提供･共有､リスクコミュニケーション

⑤ 水際対策 ⑥ まん延防止 ⑦ ワクチン ⑧ 医療 ⑨ 治療薬･治療法

⑩ 検査 ⑪ 保健 ⑫ 物資 ⑬ 市民生活及び市民経済の安定確保

[本編 P19]

初動期及び対応期のシナリオ(対応の大きな流れ)イ

国の役割ア

地方公共団体の役割イ

医療機関の役割ウ

指定(地方)公共機関の役割エ

登録事業者の役割オ

一般事業者の役割カ

市民の役割キ

[本編 P16]

【13の対策項目】 ※ 赤字は新規又は拡充項目

実施

体制

情報

収集等

ｻｰﾍﾞｲ

ﾗﾝｽ

情報

提供等

水際

対策

まん延

防止

ワク

チン
医療

治療薬

治療法
検査 保健 物資

生活

経済

内容は第２部へ

① 人材育成

② 国と地方公共団体の連携

③ DX(デジタル･トランスフォーメーション)の推進

【共通する３つの視点】

関係機関と連携

川崎市感染症

予防計画

かわさき保健

医療プラン

その他

関連計画

川崎市感染症

対応マニュアル
(保健所版)

川崎市感染症

対応マニュアル

関連マニュアル

BCP等

国による

政府行動計画

神奈川県

行動計画

川崎市

新型インフルエンザ等

対策行動計画整合 反映
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　　〇 全庁一体での迅速･的確な対応に向けて、分野別の検討体制が必要 　〇 適切な判断･行動ができるよう、迅速かつ正確な情報提供や共有が必要

　　〇 強化･拡充すべき対策を迅速かつ円滑に実施するため､応援体制等の整備が必要 　〇 偏見･差別や偽･誤情報の流布等を防ぐため、平時からの啓発が必要

　　〇 新型インフルエンザ等対策専門部会による分野毎の課題の抽出や情報連携、分 　〇 感染症発生時に取るべき行動の理解や情報リテラシーの向上等に向け、継続的

　　　 野別検討体制の整備 　　 な情報発信や啓発の実施

　　〇 保健所業務をはじめ、全庁的な応援体制整備等の調整 　〇 一体的かつ整合的な情報提供及び共有を行うための方法等の整理

　　〇 市対策本部の設置及び分野別の検討体制を活用した個別具体的な 　〇 ホームページやコールセンター等の設置･強化による迅速な情報

　　 　課題への対応 　　 提供･共有及びリスクコミュニケーションの実施

　　〇 応援体制の開始･維持･増強･縮小や外部委託の活用等 　〇 偏見･差別や偽･誤情報等に関する啓発の実施

　　〇 科学的根拠に基づき、迅速な政策判断を可能にする体制の構築が必要 　〇 大型客船での患者発生等も想定した迅速な対応を行うため、検疫所との連携や

　　〇 感染症発生を早期に探知するため、平時からのサーベイランス実施が必要 　　 健康監視等の体制準備が必要

　　〇 感染症に関する情報を収集･分析･評価し､対策に役立てる仕組みの整備 　〇 訓練等による検疫所等との更なる連携強化及び有事における入院調整や情報共

　　〇 ｢川崎市感染症情報発信システム｣を利用したリアルタイムサーベイランスの実 　　 有のあり方の調整

　　　 施･情報共有 　〇 居宅等待機者(入国者･帰国者など)の健康監視を行うための更なる体制の整備

　　〇 情報収集･分析･リスク評価の実施及び当該結果等に基づく対策 　〇 国が実施する水際対策に係る検疫所との更なる連携強化

　　　 の判断･実施･見直し 　〇 居宅等待機者の健康監視や発症した際の対応のほか、大型客船

　　〇 感染症サーベイランスの体制強化及び状況に応じた体制見直し 　　 等で患者が多数発生した場合における対応の実施

川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)の概要について

～【第２部】新型インフルエンザ等対策の各項目の考え方及び取組 ～

【第１章】実施体制

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第２章】情報収集･分析【第３章】サーベイランス

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第４章】情報提供･共有､リスクコミュニケーション

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第５章】水際対策

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

新規

拡充
本編

P21

本編

P27

本編

P31

本編

P35

本編

P42
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　　〇 まん延防止対策の影響を踏まえ、平時から準備や機動的な見直し等が必要 　〇 医療のひっ迫を踏まえ、平時から計画的な医療提供体制の確保が必要 
　　〇 日頃からの個人の感染対策やまん延防止対策等の理解促進が必要 　〇 病状や医療状況に応じた適切な医療提供による医療のひっ迫防止が必要

　　〇 まん延防止等重点措置や緊急事態措置など、有事の際のまん延防止対策等に係 　〇 医療措置協定に基づく医療提供体制の整備･確保(県による県内医療機関との医

　　　 る理解促進 　　 療措置協定の締結)

　　〇 市民一人ひとりの基本的な感染対策の更なる普及啓発 　〇 県及び市内医療機関･医療関係団体との協議･連携や相談センターの準備

　　〇 患者への必要な対応や濃厚接触者への外出自粛要請等 　〇 医療措置協定に基づく医療提供体制の確保･強化及び市による入院

　　〇 まん延防止のための重点措置や緊急事態措置等の周知及び対応 　　 調整･宿泊療養･自宅療養等の振り分け 
　　　 のほか、病原性･感染性等に応じたまん延防止対策の実施 　〇 国及び県の方針や市内感染状況に応じた相談センターの強化･縮小

　　〇 迅速な接種実施のため、平時からの接種体制構築の検討や実効性の確認が必要 　〇 国の診療指針に基づく治療薬･治療法の速やかな普及が必要

　　〇 円滑な予約受付を行うための体制が必要 　〇 医療機関や関係団体との連携強化が必要

　　〇 市内医療機関や医療関係団体協力に基づく接種体制の構築やマニュアル整備、 　〇 国等が行う治療薬･治療法の研究開発等に係る連携及び協力

　　　 シミュレーションの実施 　〇 県が備蓄する抗インフルエンザウイルス薬に関する備蓄状況及び流通体制の把

　　〇 国が進める予防接種DX化と連動した予防接種事務のDX化推進 　　 握･確認

　　〇 接種体制に必要となる人員確保や接種の実施、健康被害救済制度の 　〇 診療指針に基づき治療薬･治療法を使用できるよう、医療機関等へ

　　　 周知及び相談対応 　　 の情報提供･共有

　　〇 予約サイト等の整備･運営及び市民への迅速かつ正確な周知 　〇 中長期的な予後の把握及び合併症に対する治療法等の周知

川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)の概要について

～【第２部】新型インフルエンザ等対策の各項目の考え方及び取組 ～

【第６章】まん延防止

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第７章】ワクチン

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第８章】医療

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第９章】治療薬･治療法

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

新規 新規

本編

P44

本編

P50

本編

P55

本編

P63
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　　〇 有事において検査体制を速やかに拡大するための体制整備が必要 　〇 物資不足による医療提供への影響を防ぐため、医療機関等においても感染症対

　　〇 感染症の特徴や病原体の性状、流行状況に基づく検査実施が必要 　　 策物資の備蓄が必要

　　〇 検査の精度管理及び関係機関等との連携による検査体制の整備 　〇 備蓄品目及び備蓄水準を踏まえた市による感染症対策物資等の備蓄

　　〇 検査体制の維持及び強化に向けた訓練等の実施、国等が行う検査診断技術の研 　〇 協定締結医療機関等における個人防護具を含む感染症対策物資備蓄の呼び掛け

　　　 究開発に係る協力 　　 及び備蓄状況の確認

　　〇 迅速な検査体制の立ち上げ 　〇 市による感染症対策物資の確保や医療機関等に対する不足物資

　　〇 感染症の特徴や病原体の性状、流行状況等によるリスク評価に 　　 の提供

　　　 基づく検査方針の決定･見直し 　〇 県や近隣都市等との物資供給に関する相互協力

　　〇 保健所業務の迅速･円滑な実施のための人員確保や業務の効率化が必要 　〇 影響を最小限にするためには、市民･事業者においても平時からの準備が必要 
　　〇 自宅療養者(要配慮者を含む)の健康観察や物資支給等の支援が必要 　〇 市民生活や事業経営を支援するため、迅速かつ効果的な施策が必要

　　〇 感染症有事における保健所業務の円滑な実施に向けた応援職員や民間人材等の 　〇 BCPに基づく必要な準備や市民･事業者に対する適切な情報提供、有事に向けた

　　　 確保、業務の標準化及び効率化 　　 必要な準備の勧奨

　　〇 自宅療養者の療養支援のための体制構築 　〇 生活支援等を要する者への支援の仕組みや内容等の整備

　　〇 保健所の有事体制への移行及び関係機関等と連携した保健所業務 　〇 BCPに基づき、まん延状況等を踏まえた対応への重点化

 　　　(疫学調査･入院調整･療養支援等)の円滑な実施 　〇 感染状況に応じた市民生活･市民経済支援の実施や、生活関連物

　　〇 自宅療養者の健康観察や物資の支給等の実施 　　 物等の安定供給に関する呼び掛け

川崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定案)の概要について

～【第２部】新型インフルエンザ等対策の各項目の考え方及び取組 ～

【第10章】検査

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第11章】保健

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第12章】物資

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

【第13章】市民生活及び市民経済の安定確保

新型コロナの経験を踏まえた課題等ア

準備期(平時)イ

初動期(発生直後)･対応期(状況変化)ウ

新規

新規

新規
本編

P66

本編

P70

本編

P80

本編

P83
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